
特定施設入居者生活介護To-be重要事項説明書(短期利用)　別表

〇基本分

要介護　・　要支援認定

要介護1 542 単位/日 162,600 円 16,260 円 32,520 円 48,780 円

要介護2 609 単位/日 182,700 円 18,270 円 36,540 円 54,810 円

要介護3 679 単位/日 203,700 円 20,370 円 40,740 円 61,110 円

要介護4 744 単位/日 223,200 円 22,320 円 44,640 円 66,960 円

要介護5 813 単位/日 243,900 円 24,390 円 48,780 円 73,170 円

〇加算分　※対象となる場合に算定

加算名

夜間看護体制加算Ⅱ 9 単位/日 2,700 円 270 円 540 円 810 円

サービス提供体制強化加算

(Ⅰ)　 22 単位/日 6,600 円 660 円 1,320 円 1,980 円

　　　　　　　　　　　　(Ⅱ)　 18 単位/日 5,400 円 540 円 1,080 円 1,620 円

　　　　　　　　　　　　(Ⅲ)　 6 単位/日 1,800 円 180 円 360 円 540 円

介護職員処遇改善加算

(Ⅰ)　

　　　　　　　　　　(Ⅱ)　

　　　　　　　　　　(Ⅲ)　

　　　　　　　　　　(Ⅳ)　

　　　　　　　　　　(Ⅴ)14　

〇各種加算の内容

加　算　名

夜間看護体制加算

サービス提供体制強化加算

介護職員等処遇改善加算

R6年6月改訂分

月間所定単位数に12.2%を乗じた単位数

月間所定単位数に11.0%を乗じた単位数

介護保険サービス費（介護費）　
※1ヶ月30日利用の場合　1単位＝10円

単位数 介護費 1割負担 2割負担 3割負担

※短期利用者は、要介護認定者のみ利用可能

単位数 介護費 1割負担 2割負担 3割負担

月間所定単位数に12.8%を乗じた単位数

月間所定単位数に8.8%を乗じた単位数

月間所定単位数に4.6%を乗じた単位数

サービス提供に当たる従業員の要件を満たす

介護に関わる職員の賃金改善等を実施する

内　　　容

24時間看護職員へ連絡できる体制を確保し、かつ必要に応じて健康上の管理等
を行う体制を確保する


